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は し が き
　本報告書は、金融法務研究会第１分科会における平成19年度の研究の成果である。
　金融法務研究会は、平成２年10月の発足以来、最初のテーマとして、各国の銀行取引約款の
検討を取り上げ、その成果を平成８年２月に「各国銀行取引約款の検討―その１・各種約款の
内容と解説」として、また平成11年３月に、「各国銀行取引約款の比較―各国銀行取引約款の
検討　そのⅡ」として発表した。平成11年１月以降は、金融法務研究会を第１分科会と第２分
科会とに分けて研究を続けている。
　第１分科会では、平成11年度に「チェック・トランケーションにおける法律問題」を、平成
12年度・13年度に「金融機関のグループ化と守秘義務」を、平成14年度上期に「チェック・ト
ランケーション導入にあたっての法的課題の再検証」を、平成14年度下期から平成15年度にか
けて「社債管理会社の法的問題」を、平成16年度に「電子マネー法制」を、平成17年度に「金
融グループの組織再編とコーポレート・ガバナンス」を、また平成18年度は「金融機関の情報
利用と守秘義務をめぐる法的問題」をそれぞれテーマとして取り上げ、報告書を発表している。
同分科会では、平成19年度には「金融機関における利益相反の類型と対応のあり方」をテーマ
として取り上げ、そこでの研究成果が本報告書である。なお、同分科会では、引き続き平成20
年度には、「金融取引における信用補完に係る現代的展開」を、平成21年度には「有価証券のペー
パレス化等に伴う担保権の金融取引に係る法的諸問題」をテーマとして取り上げ、研究を続け
ている。
　本報告書では、第１章で「金融機関と利益相反―ＥＵの規制」（山下友信担当）、第２章で「ド
イツにおける金融機関の利益相反行為とその規制」（前田重行担当）、第３章で「英国における
金融取引と利益相反」（森下哲朗担当）、第４章で「アメリカにおける銀行の証券業務に関する
規制」（神田秀樹担当）および第５章で「金融機関と利益相反：総括と我が国における方向性」（岩
原紳作担当）を取り上げている。
　このように、本報告書では、第１章から第４章までで、欧米諸国の金融機関における利益相
反取引の規制等について詳細に検討した後、第５章で、上述の利益相反取引の比較法的検討を
総括し、かつ、我が国の利益相反取引の問題として、銀行法等による監督法的規制、その私法
規定および金融商品取引法の規定につき取り上げ、また利益相反事例に係る判例を検討した後、
その方向性について論じている。銀行の具体的事例にも触れながら、金融機関の利益相反取引
について詳細に論じたものである。本報告書が銀行実務家をはじめ、各方面の方々のお役に立
つことができれば幸いである。
　なお、本研究会には、銀行の法務分野から実務を担当する方にオブザーバーとしてご参加い
ただいている。また、事務局は本テーマ検討時には全国銀行協会金融調査部、平成20年度から
は同業務部にお願いしている。
　最後に、本報告書の作成にあたって尽力を惜しまれなかったオブザーバーおよび事務局の
方々に心から御礼を申し上げたい。

平成22年６月
金融法務研究会顧問　　

前　田　　庸
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